
（公印省略）

介高 第 号30327-39
令和２年３月２９日

各高齢者施設・事業所 開設者 様

群馬県健康福祉部長 武藤 幸夫

高齢者施設・事業所における従業者の感染予防対策の一層の徹底について（注意喚起）

、 、 、 。新型コロナウイルス感染症対策の推進について 御理解 御協力をいただき 感謝申し上げます

さて、３月２８日（土）に、本県において福祉事業従事者 感染が確認への新型コロナウイルス

されましたので、各高齢者施設・事業所におかれましては、下記に留意のうえ、従業者の感染予防

対策の一層の徹底に御配意いただきますようお願いいたします。

お困りのことやご心配なことがありましたら、事務担当までご相談ください。

記

１．健康管理について

職員に出勤前の検温を徹底するとともに、体温が３７．５度以上ある場合、また、発熱・

はなくても、だるさや咳等の体調不良がある場合は、従業者を出勤させずに自宅療養さ

せてください。

２．感染予防対策について

・こまめな手洗いが効果的です。従業者の皆さんの励行をお願いします。

・集団感染を防止するため、当面は、日常生活のなかで、換気の悪い場所（密閉空間）や多数の

人が集まる場所（密集場所 、間近で会話や発声をする場面（密接場面）を避けるよう、従業）

者の皆さんのご協力をお願いします。

（参考）県ホームページ

新型コロナウイルス関連通知（高齢者施設等関係）

https://www.pref.gunma.jp/02/d23g_00263.html

事務担当

健康福祉部介護高齢課

027-226-2569福祉施設係

027-226-2566保健・居住施設係

027-226-2574居宅サービス係
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